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－中国知財情報－ 

化学分野の追加実験データの提出について 

 

２０１７年１０月１０日 

 

１．特許審査指南改正 

 ２０１７年４月１日より、改正された特許審査指南が施行された。今回の改

正は、審査指南第二部分第十章の第３．４節（２）における「実施例について」

に対し、「出願日より後に追加で提出された実験実施例及び実験データは考慮

しない。」という表現が削除された。その代わりに、「出願日の後に提出された

追加実験データに対し、審査官は審査すべきである。追加実験データの提出に

より証明しようとする技術効果は、当業者が出願書類に開示された内容から取

得できるものであるべきである。」という表現が盛り込まれ、第３．４節（２）

における元々の内容である「原明細書及び請求の範囲に記載されている内容に

準じ、明細書で充分に開示されたか否かを判断する。」と併せて、新な第３．

５節とされた。 

 改正後の３．５節は下記通りである。 

３．５ 追加実験データの提出について 

 原明細書及び請求の範囲に記載されている内容に準じ、明細書で充分に開示

されたか否かを判断する。 

 出願日の後に提出された追加実験データに対し、審査官は審査すべきであ

る。追加実験データにより証明しようとする技術効果は、当業者が出願書類に

開示された内容から取得できるものであるべきである。 
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